
1 開 催 日 時 ：

2 開 催 場 所 ：

3 出 席 者 ： 公益代表委員 3名
労働者代表委員 4名
使用者代表委員 5名

4 議 題 ：

5 議 事 要 旨 ：

福岡労働局労働基準部賃金課（TEL092-411-4578 ダイヤルイン)

   （答申）」の伝達が行われた。
(2) 労使双方の委員から最低賃金の改正審議に係る基本主張を述べてもらった。

第5回　福岡地方最低賃金審議会

平成25年8月8日
9:35 ～ 10:05

(1) 中央最低賃金審議会が答申した「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について

福岡合同庁舎　新館4階　労働大会議室
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号

(1) 目安答申伝達について
(2) 最低賃金改正審議に係る基本主張について


